
 

 

 

令和６年度 第１回 

 

 

根室市の国民健康保険事業の 

運 営 に 関 す る 協 議 会 

 

議   案 

 

 

                 ◎日 時  令和６年４月１９日（金） 

                       午後６時３０分 

                 ◎場 所  根室市役所 ２階 中会議室 

 



次  第 

 

 

１．開  会 

 

 

２．辞令交付 

 

 

３．市長挨拶 

 

 

４．会長及び会長代理の選出 

 

 

５．会長挨拶 

 

 

６．議  事  

 《諮問事項》 

  諮問第１号 国民健康保険税の課税限度額の改定について 

《その他》 

  国民健康保険税の軽減判定所得の改定について 

 

７．そ の 他  

 

 

８．閉   会 



Ⅰ．国民健康保険税の課税限度額の改定

◎調定額の増＝被保険者の負担増＝２，６１６千円

引上額 31 千円 125 千円 2,460 千円 2,616 千円

世帯

比較 ▲ 11 世帯 ▲ 0.27 % ▲ 2,616 千円

合 計

134 世帯

 0～  10,000～  20,000円

9,999円 19,999円

世帯数 6 世帯 5 世帯 123

2,616 千円

改正後 123 世帯 3.06 % 27,352 千円 136,966 千円

３．課税限度額引き上げに伴う影響（令和５年度課税ベース）

限 度 超 過 世 帯

割 合

改正前 134 世帯 3.33 % 29,968 千円 134,350 千円

限 度 超 過 額
課 税 額

（ 限 度 超 過 世 帯 分 ）

介護納付金分課税額【介護分】 17 万円 17 万円 17 万円

合 計 106 万円 104 万円 102 万円

基礎課税額【医療分】 65 万円 65 万円 65 万円

後期高齢者支援金等課税額【支援分】 24 万円 22 万円 20 万円

合 計 106 万円 104 万円 2 万円

２．根室市の改定(案)

令 和 7 年 度 令 和 6 年 度 令 和 5 年 度 備 考

　課税限度額の引き上げは、法定限度額において令和6年度より支援分で22万円から24万円の2万円の引き上げとな

るところであるが、市中経済の影響等を鑑み、令和7年度まで1年間据え置くもの。

※令和6年度の医療分及び支援分については、令和5年度に引き上げを据え置き令和6年度より引き上げた後の額

後期高齢者支援金等課税額【支援分】 24 万円 22 万円 2 万円

介護納付金分課税額【介護分】 17 万円 17 万円 0 万円

国民健康保険税条例一部改正説明資料

１．法定限度額

　　・基礎課税額（支援分）に係る課税限度額を22万円から24万円に2万円引き上げる。

令 和 ６ 年 度

改 定 後

令 和 ６ 年 度

改 定 前
改 定 額 備 考

基礎課税額【医療分】 65 万円 65 万円 0 万円

　地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和６年政令１３６第号）が令和６年３月３０日に公布され、

令和６年４月１日に施行されたことにより、国民健康保険税の課税限度額及び軽減判定所得基準額が改正さ

れたことから、下記のとおり所要の改定を行うものであります。



Ⅱ．国民健康保険税の軽減判定所得基準額の引き上げ

１．軽減対象世帯の軽減判定所得基準額の改正

　◎保険税の５割及び２割軽減対象世帯の軽減判定所得基準額を引き上げる。

○被保険者数別軽減判定所得

２．被保険者に対する影響【令和5年度課税ベース】

　◎保険税軽減世帯が拡充となり、保険税負担の軽減が図られる。

軽減対象世帯 ( ) ( )

軽減対象世帯 ( ) ( )

軽減対象世帯 ( ) ( )

３．国保会計に与える影響

　保険基盤安定繰入金軽減分負担割合⇒　　　　　　北海道：３／４、市町村：１／４

　保険基盤安定繰入金支援分負担割合⇒国：１／２、北海道：１／４、市町村：１／４

　保険税の軽減措置が拡充されるため、調定額が減少となるが、保険基盤安定繰入金軽減分として軽減相当分、軽減

世帯に属する一般被保険者数に応じて保険基盤安定繰入金支援分が財源措置されるため、国保会計に与える影響はプ

ラス要素となる。

差引 16 世帯 0.39% 軽減対象被保険者数 41 人 0.67%

被保険者数

・改正前 2,452 世帯 61.02% 軽減対象被保険者数 3,352 人 54.91%

3,155 50

世帯数 被保険者数 保険税軽減額

新たに２割軽減の対象となる世帯数 16 世帯 41 人 426,440 円

5 人

・改正後 2,468 世帯 61.41% 軽減対象被保険者数 3,393 人 55.58%

２割軽減から５軽減となる世帯 4 世帯 4 人 84,480 円

合 計 20 世帯 45 人 510,920 円

430 430 - 1,880 1,905 25 3,105

2,065 30

2,610 404 人 430 430 - 1,590 1,610 20 2,570

3 人 430 430 - 1,300 1,315 15 2,035

975 10

2 人 430 430 - 1,010 1,020 10 1,500 1,520 20

1 人 430 430 - 720 725 5 965

（単位：千円）

７割軽減 ５割軽減 ２割軽減

現行 改正後 比較増減 現行 改正後 比較増減 現行 改正後 比較増減

現 行 改 正 後

43万円＋( 被保険者数×29万円 )以下の世帯 43万円＋( 被保険者数×29万5千円 )以下の世帯

　【5千円引き上げ】

43万円＋( 被保険者数×53万5千円 )以下の世帯 43万円＋( 被保険者数×54万5千円 )以下の世帯

７割軽減 43万円以下の世帯 43万円以下の世帯

５割軽減

２割軽減
　【1万円引き上げ】



世帯 世帯

134 123

（ 3.33% ） （ 3.06% ）

世帯 世帯

1,433 1,424

（ 35.66% ） （ 35.43% ）

世帯 世帯

401 413

（ 9.98% ） （ 10.28% ）

世帯 世帯

570 574

（ 14.18% ） （ 14.28% ）

世帯 世帯

1,481 1,481

（ 36.85% ） （ 36.85% ）

限度超過世帯・軽減対象世帯の推移

【改正前】 総世帯数 4,019 世帯 【改正後】

限度超過世帯

11 世帯

５割軽減世帯

普通世帯

７割軽減世帯

12 世帯

4 世帯

２割軽減世帯



 

◎国民健康保険法 
昭和三十三年十二月二十七日号外法律第百九十二号 

 

（国民健康保険事業の運営に関する協議会） 

第十一条 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律の定めるところにより都道府県

が処理することとされている事務に係るものであって、第７５条の７第１項の規定による

国民健康保険事業費納付金の徴収、第８２条の２第１項の規定による都道府県国民健康保

険運営方針の作成その他の重要事項に限る。）を審議させるため、都道府県に都道府県の

国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 

２ 国民健康保険事業の運営に関する事項（この法律に定めるところにより市町村が処理す

ることとされている事務に係るものであって、第４章の規定による保険給付、第７６条第

１項の規定による保険料の徴収その他の重要事項に限る。）を審議させるため、市町村に

市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会を置く。 

３ 前二項に定める協議会は、前二項に定めるもののほか、国民健康保険事業の運営に関す

る事項（第一項に定める協議会にあってはこの法律の定めるところにより都道府県が処理

することとされている事務に係るものに限り、前項に定める協議会にあってはこの法律に

定めるところにより市町村が処理することとされている事務に係るものに限る。）を審議

することができる。 

４ 第三項に規定するもののほか、第一項及び第二項に定める協議会に関して必要な事項は、

政令で定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

◎国民健康保険法施行令 
昭和三十三年政令第三百六十二号 

 

（国民健康保険事業の運営に関する協議会の組織） 

第三条 法第十一条第一項に定める協議会（第五項において「都道府県協議会」という。）

は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委

員及び被用者保険等保険者（高齢者の医療の確保に関する法律「昭和五十七年法律第八十

号。以下「高齢者医療確保法」という。）第七条第三項に規定する被用者保険等保険者を

いう。以下この条において同じ。）を代表する委員をもって組織する。 

２ 前項の委員のうち、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員及

び公益を代表する委員の数は各同数とし、被用者保険等保険者を代表する委員の数は、被

保険者を代表する委員の数の二分の一以上当該数以内の数とする。 

３及び４ 略 

（委員の任期） 

第四条 協議会の委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

（会長） 

第五条 協議会に会長一人を置き、公益を代表する委員のうちから、全委員がこれを選挙す

る。 

２ 会長に事故があるときは、前項の規定に準じて選挙された委員が、その職務を代行する。 



 

根室市の国民健康保険事業の運営に関する協議会規則 
                         昭和35年10月１日規則第19号 

（目的） 

第１条 この規則は、市の国民健康事業の運営に関する協議会（以下「協議会」という。）

に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（協議会の任務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項につき市長の諮問に応じて答申するものとする。 

(１) 国民健康保険税に関する事項 

(２) 保険給付に関する事項 

(３) 一部負担金の負担割合に関する事項 

(４) その他市長が必要と認める事項 

（協議会の招集） 

第３条 会長は協議会を招集し、その議長となる。 

（協議会の開催） 

第４条 協議会は、市長から諮問があつたときは、その都度これを開き速やかに答申しな

ければならない。 

２ 協議会は、前条のほか会長において必要と認めたときは、いつでも招集することがで

きる。 

３ 会長が協議会を招集しようとするときは、会議の目的たる事項及び内容、日時、場所

をあらかじめ市長に通知しなければならない。 

４ 協議会の審議状況は、その都度市長に報告しなければならない。 

（協議会の議事） 

第５条 協議会の議事は、委員の半数以上が出席しその過半数で決し、可否同数のときは

議長の決するところによる。 

（関係職員の出席及び資料の提出） 

第６条 会長は、議事に関して必要があると認めるときは、市長又は関係職員に対し説明

を求め若しくは資料の提出を求めることができる。 

（書記） 

第７条 協議会に書記を置く。 

２ 書記は、市職員のうちから市長が任命する。 

３ 書記は、会長の指揮をうけ庶務に従事する。 

（協議会の議事録） 

第８条 協議会の議事については、議事録を作成し議事の経過の要領及びその結果を記載

し、議長の指名する委員２人が署名しなければならない。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則（平成30年３月29日規則第９号） 

この規則は、平成30年４月１日から施行する。 



【任期：令和６年４月１日～令和９年３月３１日】

区　　　分 氏　　　　名 住　　　　　所

長谷川　俊　輔
新　　任

（社会福祉協議会より推薦）

公 益 代 表 中　本　　明
新　　任

（町会連合会より推薦）

第 ３ 号 委 員 齋　藤　信　子
再　　任

（商工会議所より推薦）

山　本　恒　巳
再　　任

（薬剤師会より推薦）

金　濱　　　憲
再　　任

（納税貯蓄組合連合会より推薦）

保険医等代表 坂　巻　秀　敏
再　　任

（歯学会より推薦）

第 ２ 号 委 員 江　村　晶　子
再　　任

（三郡医師会より推薦）

松　田　憲　一 再　　任

岡　田　優　二
再　　任

（三郡医師会より推薦）

被保険者代表 酒　井　昌　子 再　　任

第 １ 号 委 員 西　館　　　一 再　　任

根室市の国民健康保険事業の運営に関する協議会委員名簿

備     考

吉　田　久美子 再　　任


